
独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律案

に対する附帯決議

平成２１年３月３０日

参議院文教科学委員会

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

１．２ （略）．

３．独立行政法人国立国語研究所の大学共同利用機関法人人間文化研究機構への移管に当たって

は、これまで担ってきた日本語教育研究及び関連する事業等の重要性にかんがみ、引き続き当

該研究や事業等を主体的に担っていくための十分な財源措置及び人的配置を行うものとするこ

と。また、同研究所に、大学共同利用機関の特性に配慮しつつ、当該研究や事業等を担当する

部門を設置し、更なる充実を図るとともに、新たな中期計画にその質の向上を図るための措置

を盛り込むこと。

４．移管後の国立国語研究所においても日本語教育データベースの更新、既存の研究開発や研究

者ネットワークの継続等に支障を来さないよう、大学共同利用機関の特性に配慮しつつ、研究

職にある者を適切に移籍させるとともに、適正な手続に基づき処理すること。

５．独立行政法人国立国語研究所が担ってきた国語及び国民の言語生活並びに外国人に対する日

本語教育の調査研究の重要性にかんがみ、学術研究の中核機関として共同研究の活性化を図る

とともに、引き続き、国語政策への貢献と外国人に対する日本語教育の振興という観点からの

、 、 。基盤的な調査研究 必要な研究課題の設定・実施 その成果の活用が図られるよう努めること

さらに、将来的には国の機関とすることを含めて組織の在り方を抜本的に検討すること。

６．７ （略）．


